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【手続補正書】
【提出日】平成28年6月1日(2016.6.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線を発生するＸ線管と、
　前記Ｘ線管から発生されたＸ線を検出するＸ線検出器と、
　前記Ｘ線検出器からの出力に基づいて、Ｘ線画像を発生する画像発生部と、
　前記Ｘ線の線量を非低減で通過させる非低減通過部分と、前記非低減通過部分の周囲で
あって前記線量を低減させる線量低減部分とを有し、前記Ｘ線管の前面に設けられる線量
低減フィルタと、
　前記Ｘ線画像に設定された関心領域に対応する前記Ｘ線検出器における検出面上の部分
領域に前記非低減通過部分を通過したＸ線を到達させるために、前記関心領域の位置に基
づいて、前記線量低減フィルタの移動量を決定する移動量決定部と、
　前記移動量に従って前記線量低減フィルタを移動可能に支持する移動支持機構と、
　を具備することを特徴とするＸ線診断装置。
【請求項２】
　前記移動量決定部は、
　前記関心領域の大きさに基づいて、前記検出面に垂直な方向に沿って前記線量低減フィ
ルタを移動させる垂直方向移動量を決定し、
　前記移動支持機構は、
　前記垂直方向移動量に従って、前記方向に沿って前記線量低減フィルタを移動すること
、
　を特徴とする請求項１に記載のＸ線診断装置。
【請求項３】
　前記移動量決定部は、
　前記Ｘ線管の焦点と前記検出面における中心位置との間の距離と前記焦点と前記線量低
減フィルタとの間の距離と前記非低減通過部分の大きさと前記関心領域の大きさとに基づ
いて、前記垂直方向移動量を決定すること、
　を特徴とする請求項２に記載のＸ線診断装置。
【請求項４】
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　前記線量低減部分は、
　前記検出面において前記部分領域を除く他の領域を覆う大きさを有すること、
　を特徴とする請求項１乃至請求項３のうちいずれか一項に記載のＸ線診断装置。
【請求項５】
　前記移動支持機構は、
　前記線量低減フィルタを前記Ｘ線の照射野から退避可能に支持すること、
　を特徴とする請求項１乃至請求項４のうちいずれか一項に記載のＸ線診断装置。
【請求項６】
　前記移動支持機構は、
　前記線量低減フィルタを交換可能に固定する固定部をさらに具備すること、
　を特徴とする請求項１乃至請求項５のうちいずれか一項に記載のＸ線診断装置。
【請求項７】
　前記関心領域の位置を、直交座標系における座標として入力する入力部をさらに具備し
、
　前記移動量決定部は、
　前記入力された関心領域の位置を前記直交座標系から極座標系に変換することにより、
前記極座標系における前記移動量を決定し、
　移動支持機構は、
　前記極座標系における前記移動量に従って前記線量低減フィルタを移動可能に支持する
こと、
　を特徴とする請求項１に記載のＸ線診断装置。
【請求項８】
　Ｘ線を発生するＸ線管と、
　前記Ｘ線管から発生されたＸ線を検出するＸ線検出器と、
　前記Ｘ線検出器からの出力に基づいて、Ｘ線画像を発生する画像発生部と、
　前記Ｘ線の線量を所定の割合で低減させて通過させる微低減通過部分と、前記微低減通
過部分の周囲であって前記線量を低減させる線量低減部分とを有し、前記Ｘ線管の前面に
設けられる線量低減フィルタと、
　前記Ｘ線画像に設定された関心領域に対応する前記Ｘ線検出器における検出面上の部分
領域に前記微低減通過部分を通過したＸ線を到達させるために、前記関心領域の位置に基
づいて、前記線量低減フィルタの移動量を決定する移動量決定部と、
　前記移動量に従って前記線量低減フィルタを移動可能に支持する移動支持機構と、
　を具備することを特徴とするＸ線診断装置。
【請求項９】
　前記線量低減フィルタにおいて、
　前記線量低減部分は、前記線量低減フィルタの略中央において穴あき形状を有し、
　前記非低減通過部分は、前記穴あき形状により前記略中央に設けられること、
　を特徴とする請求項１乃至請求項７のうちいずれか一項に記載のＸ線診断装置。
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